
資
　
　
料

試
訳
　
西
サ
モ
ア
独
立
国
憲
法
(
二
・
完
)

㈲
　
第
三
項
㈲
号
の
バ
リ
ス
タ
ー
と
し
て
の
実
務
の
経
験
の
期
間
を
算
定

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
西
サ
モ
ア
も
し
-
は
公
認
さ
れ
た
国
の
上
級
審

又
は
下
級
審
の
裁
判
所
に
お
い
て
司
法
官
吏
の
職
に
あ
っ
た
期
間
を
算

入
す
る
。

㈱
　
本
条
、
第
七
へ
五
条
第
三
項
又
ほ
こ
れ
ら
双
方
の
規
定
に
関
J
で
、
国

第
六
編
　
司
　
　
法

(
最
高
裁
判
所
の
構
成
)

第
六
五
条

田
　
遁
　
　
誠
　
　
家
元
首
偲
、
商
法
委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
西
サ
モ
ア
の
現
行
の

法
制
度
に
撰
似
す
る
法
制
度
を
有
す
る
と
当
該
委
員
会
が
認
め
る
国

を
'
公
認
さ
れ
た
国
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
重
商
裁
判
所
町
裁
判
官
の
権
限
)

第
六
六
条

最
高
裁
判
所
の
各
裁
判
官
、
又
は
、
そ
の
複
数
の
裁
判
官
は
、
酉
サ

の
　
西
サ
モ
ア
最
高
裁
判
所
を
置
-
。
こ
れ
を
、
上
級
記
録
裁
判
所
と
し

て
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
及
び
、
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
る
員
数
の
そ

の
他
の
裁
判
官
を
置
-
0

撚
　
最
高
裁
判
所
長
官
は
、
′
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
'
国
家
元
首

法

　

㈲

S
>

国立mアモサ西釈読

が
任
命
す
る
。

次
の
条
件
を
充
た
さ
な
い
者
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ

れ
る
資
格
を
有
し
な
い
。

㈲
　
司
法
委
員
会
(
J
u
d
i
c
i
a
l
S
e
r
v
i
c
e
G
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
の
助
言
に
基
づ
い

て
'
国
家
元
首
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

㈲
　
西
サ
モ
ア
も
し
-
ほ
公
認
さ
れ
た
国
の
い
ず
れ
か
1
方
又
は
双
方

に
お
い
て
、
合
計
八
年
以
上
の
間
、
バ
リ
ス
タ
ー
と
し
て
実
務
に
就

い
た
こ
と
。

モ
ア
の
国
内
に
お
い
て
ほ
、
そ
の
時
と
場
所
と
を
問
わ
ず
、
最
高
裁
判

所
の
l
切
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
職
務
上
の
宣
誓
)

第
六
七
条

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
す
べ
て
、
そ
の
職
務
に
就
-
に
先
だ
ち
、

国
家
元
首
の
面
前
に
お
い
て
、
付
則
第
三
に
示
さ
れ
た
形
式
で
、
宣
誓

を
行
い
、
か
つ
'
宣
誓
書
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
在
任
期
間
)

第
六
八
条

の
　
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
-
任
命
の
場
合
を
除
い
て
、
最
高
裁
判
所
の

裁
判
官
は
、
年
齢
六
二
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
隻
但
し
、
国
家
元

首
は
、
(
最
高
裁
判
所
長
官
に
つ
い
て
は
)
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
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料
　
い
て
、
又
は
'
(
最
高
裁
判
所
の
そ
の
他
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
)
司
法

委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
年
齢
六
二
年
に
達
し
た
裁
判
官
の
任
期

資
　
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

∽
　
西
サ
モ
ア
の
国
民
で
な
い
者
で
、
第
六
五
条
第
三
項
の
規
定
の
下
で

被
任
命
資
格
を
有
す
る
者
は
、
何
人
も
、
そ
の
年
齢
を
問
わ
ず
、
一
定

の
期
間
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈱
　
そ
の
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
が
な
し
た
行
為

は
、
そ
の
者
が
本
条
に
よ
っ
て
退
官
す
べ
き
年
齢
に
達
し
た
こ
と
、
又

は
、
そ
の
者
の
任
期
が
満
了
し
た
こ
i
j
の
み
を
理
由
と
し
て
、
無
効
と

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

㈲
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
自
署
を
し
た
国
家
元
首
宛
の
書
面
に

よ
っ
て
、
そ
の
職
を
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
罷
免
さ
れ
な
い
。
但
し
、
国
会
議
員
の

総
数
(
欠
員
を
含
む
)
　
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
通

過
し
た
罷
免
請
求
に
基
づ
い
て
、
国
家
元
首
が
'
当
該
罷
免
請
求
に
示

さ
れ
た
非
行
又
は
身
体
的
も
し
-
は
精
神
的
欠
陥
を
理
由
に
、
そ
の
職

か
ら
の
罷
免
を
求
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈲
　
立
法
議
会
の
閉
会
中
、
国
家
元
首
は
、
何
時
で
も
、
(
最
高
裁
判
所
長

官
に
つ
い
て
は
)
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
又
は
へ
(
最
高
裁
判

所
の
そ
の
他
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
)
　
司
法
委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い

て
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
職
務
の
執
行
を
一
時
的
に
停
止
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
職
務
執
行
の
i
時
停
止
の
効
力
は
、
そ
れ
以
前
に

取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
次
の
会
期
の
終
了
時
ま
で
継
続
す
る
。

(
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
報
酬
)

第
六
九
条

第
六
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
報
酬

は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
国
庫
か
ら
拠
出
さ
れ
る
。
こ
の
報

酬
は
、
裁
判
官
の
在
職
期
間
中
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
制

定
法
に
よ
っ
て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
者
の
す
べ
て
に
等
し
く
通
用
さ
れ

る
1
艇
的
な
報
酬
の
減
額
の
1
部
と
し
て
、
減
額
さ
れ
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

(
最
高
裁
判
所
長
官
の
職
務
代
行
)

第
七
〇
条

の
　
最
高
裁
判
所
長
官
が
欠
け
る
場
合
、
又
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
西

サ
モ
ア
国
外
に
出
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所
の
上
席
裁
判
官
が
最
高

裁
判
所
長
官
と
し
て
の
権
限
を
有
し
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
職
務
を
遂

闇
t
a
r
a

撚
　
疾
病
、
又
は
、
そ
の
他
西
サ
モ
ア
国
外
に
出
る
こ
と
以
外
の
理
由
に

ょ
り
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
そ
の
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
に
は
'

国
家
元
首
は
、
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
上
席

裁
判
官
に
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
そ
の
職
務
を
再
開
で
き
る
ま
で
の

間
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
し
て
'
最
高
裁
判
所
長
官
の
職
務
を
遂
行
す

る
権
限
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
本
条
に
従
っ
て
、
最
高
裁
判
所
長
官
代
行
に
付
与
さ
れ
る
権
限
に

は
'
上
訴
裁
判
所
に
対
す
る
監
督
の
権
限
を
含
ま
な
い
。
但
し
、
第
七

五
条
第
三
項
の
規
定
の
下
で
、
当
該
裁
判
官
が
そ
の
先
任
権
に
基
づ
い

jffil
ウ
J

nHH

1
-

2311
3

1

し



汰m国立独ア千サ酉B読

て
監
督
の
権
限
を
有
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
職
務
代
行
)

臼
R
I
B

の
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
(
最
高
裁
判
所
長
官
を
除
-
)
　
の
職
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
、
又
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
(
最
高
裁
判
所
長
官

を
除
く
)
　
の
い
ず
れ
か
が
そ
の
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
国

家
元
首
は
、
司
法
委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
第
六
五
条
第
三
項
の

規
定
の
下
で
資
格
を
有
す
る
者
を
、
臨
時
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に

任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
年
齢
六
二
年
に
達
し
た

者
を
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

i
9
　
第
1
項
の
規
定
の
下
で
、
臨
時
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命
さ

れ
た
者
ほ
、
そ
の
任
命
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
、
又
は
、
そ
の
期
間

の
定
め
が
な
い
場
合
に
は
、
国
家
元
首
が
司
法
委
員
会
の
助
言
に
従
い

そ
の
任
命
を
取
り
消
す
ま
で
の
期
間
に
ノ
っ
い
て
、
在
任
す
る
。
但
し
、

当
該
裁
判
官
は
、
自
署
を
し
た
国
家
元
首
宛
の
書
面
に
ょ
っ
て
、
何
時

で
も
、
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
司
法
委
員
会
)

第
七
二
条

の
　
次
の
者
で
構
成
さ
れ
た
司
法
委
員
会
を
置
-
0

㈲
　
最
高
裁
判
所
長
官
(
委
員
長
)

㈲
　
司
法
長
官
、
又
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
司
法
長
官
が
活
動
で

き
な
い
場
合
に
は
'
人
事
委
員
会
(
P
u
b
l
i
c
S
e
r
v
i
c
e
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
の

議
長

回
　
国
家
元
首
に
よ
っ
て
臨
時
に
指
名
さ
れ
る
着

物
　
司
法
委
員
会
は
三
人
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
活
動
で
き
な
い
O

委
員
会
の
議
決
を
求
め
て
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
案
件
は
、
委
員
の
多

数
決
に
ょ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。

㈲
　
最
高
裁
判
所
長
官
を
除
-
す
べ
て
の
司
法
官
吏
の
任
命
、
昇
進
又
は

転
任
、
並
び
に
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
を
除
-
す
べ
て
の
司
法
官
吏

の
罷
免
の
権
限
ほ
、
国
家
元
首
に
帰
属
す
る
。
国
家
元
首
ほ
司
法
委
員

会
の
助
言
に
基
づ
い
て
こ
の
権
限
を
行
使
す
る
。

(
最
高
裁
判
所
の
裁
判
権
)

第
七
三
条

の
　
最
高
裁
判
所
は
、
制
定
法
に
ょ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、
第
一
審
、
控
訴

審
及
び
上
告
審
と
し
て
の
裁
判
権
を
有
す
る
。

蘭
　
他
の
裁
判
所
(
控
訴
裁
判
所
を
除
-
)
の
手
続
に
お
い
て
こ
の
憲
法

の
規
定
の
解
釈
又
は
効
力
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
控
訴

審
又
は
上
告
審
と
し
て
の
重
商
裁
判
所
の
裁
判
権
に
か
か
わ
り
な
-
、

重
商
裁
判
所
は
、
当
該
手
続
の
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
問
題

に
関
す
る
判
断
を
下
し
、
事
件
を
処
理
し
、
又
は
、
最
高
裁
判
所
の
判

断
に
沿
っ
た
処
理
を
行
う
た
め
に
事
件
を
も
と
の
裁
判
所
に
差
し
戻

す
。

㈱
　
国
家
元
首
は
、
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
す
で
に
発
生
し
た

又
は
発
生
が
予
想
さ
れ
る
、
こ
の
憲
法
の
規
定
の
解
釈
又
は
効
力
に
関

す
る
問
題
に
関
す
る
意
見
を
求
め
て
、
最
高
裁
判
所
に
照
会
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
照
会
を
受
け
た
問
題
に
関
す
る
意
見
を
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料
　
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
下
級
裁
判
所
)

資
　
第
七
四
条

制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
裁
判
権
及
び
権
限
を
有
す
る
、
下
級

裁
判
所
を
置
-
。

(
控
訴
裁
判
所
の
構
成
)

第
七
五
条

の
　
西
サ
モ
ア
控
訴
裁
判
所
を
置
き
'
こ
れ
を
上
級
記
録
裁
判
所
と
す

る
。

㈲
　
本
編
の
諸
規
定
の
下
に
お
い
て
、
次
の
者
を
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官

四
l
a
s
s

㈲
　
最
高
裁
判
所
の
長
官
及
び
そ
の
他
の
裁
判
官

㈲
　
第
六
五
条
第
三
項
の
規
定
に
定
め
ら
れ
た
資
格
を
有
す
る
者
の
中

か
ら
、
司
法
委
員
会
の
助
言
に
基
づ
い
て
国
家
元
首
が
そ
の
時
々
に

お
い
て
任
命
す
る
者

㈱
　
最
高
裁
判
所
長
官
は
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
長
と
な
る
。
但
し
、
最
高

裁
判
所
長
官
が
不
在
の
場
合
に
は
、
控
訴
の
時
点
で
存
在
す
る
控
訴
裁

判
所
の
上
席
裁
判
官
、
又
は
、
複
数
の
裁
判
官
が
同
一
の
先
任
権
を
有

す
る
と
き
に
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
裁
判
官
が

裁
判
長
と
な
る
。

㈲
　
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
各
々
が
西
サ
モ
ア
又
は
公
認
さ
れ
た
国

の
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に
初
め
て
任
命
さ
れ
た
日
の
先
後
に
従
っ

て
、
先
任
権
を
取
得
す
る
。

㈱
　
第
二
項
㈲
号
の
規
定
に
基
づ
-
任
命
は
、
任
命
の
証
書
に
お
い
て
指

定
さ
れ
る
一
定
の
期
間
に
つ
い
て
、
又
は
、
特
定
の
事
件
も
し
く
は
問

題
の
、
審
理
も
し
く
は
審
問
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

(
裁
判
官
の
員
数
)

第
七
六
条

の
　
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
い
ず
れ
も
三
人
で
、
控
訴
裁
判
所
の
1

切
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
判
決
の
言
渡
し
に
つ

い
て
は
、
控
訴
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
を
兼
任
す
る
裁
判

官
の
1
人
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
裁
判
官
が
い
な
い
と
き
に

は
、
控
訴
裁
判
所
町
事
務
局
長
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

㈲
　
控
訴
裁
判
所
の
判
決
は
、
出
席
す
る
裁
判
官
の
過
半
数
の
意
見
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
自
身
の
関
与
し
た
裁
判
に
対
す
る
控
訴
に
関
す
る
審
理
か
ら
の
裁
判
官
の
排
除
)

第
七
七
条

控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
自
身
が
行
っ
た
、
又
は
、
自
身
が
加
わ

っ
た
裁
判
所
が
行
っ
た
裁
判
に
対
す
る
控
訴
に
関
す
る
審
理
に
関
与
し

て
は
な
ら
な
い
。

(
職
務
上
の
宣
誓
)

第
七
八
条

第
七
五
条
第
二
項
㈲
号
の
規
定
の
下
で
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任

命
さ
れ
た
者
は
す
べ
て
、
そ
の
最
初
の
任
命
に
際
し
て
、
国
家
元
首
の

面
前
に
お
い
て
、
付
則
第
三
に
示
さ
れ
た
形
式
で
宣
誓
を
行
い
、
か
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つ
'
宣
誓
書
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
控
訴
裁
判
所
の
l
般
的
裁
判
権
)

第
七
九
条

こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
、
控
訴
裁
判
所
は
、
制
定
法
に
ょ
っ
て

定
め
ら
れ
る
控
訴
(
最
高
裁
判
所
の
命
令
に
ょ
っ
て
控
訴
裁
判
所
に
移

送
さ
れ
た
手
続
を
含
む
)
　
に
つ
い
て
審
理
及
び
裁
判
を
す
る
権
限
を
有

す
る
。

(
憲
法
問
題
に
関
す
る
裁
判
権
)

第
八
〇
条

の
　
当
該
事
件
が
こ
の
憲
法
の
裁
定
の
解
釈
又
は
効
力
に
関
す
る
実
質
的

な
法
的
問
題
を
含
む
こ
と
を
、
最
高
裁
判
所
が
文
書
に
よ
っ
て
認
め
る

場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
に
対
す
る
上
訴
は
、
手
続
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
控
訴
裁
判
所
に
対
し
て
行
う
。

脚
　
最
高
裁
判
所
が
前
項
の
証
明
書
の
交
付
を
拒
絶
す
る
場
合
に
お
い

て
、
控
訴
裁
判
所
が
、
当
該
事
件
が
こ
の
憲
法
の
規
定
の
解
釈
又
は
効

力
に
関
す
る
実
質
的
な
法
的
問
題
を
含
む
と
考
え
る
と
き
に
ほ
、
当
該

裁
判
に
対
す
る
控
訴
に
つ
い
て
特
別
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

m

3

証
明
書
が
交
付
さ
れ
、
又
は
、
特
別
の
許
可
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
事
件
の
当
事
者
は
い
ず
れ
も
、
前
二
項
の
法
的
問
題
に
関
す

る
裁
判
の
誤
り
を
理
由
に
し
て
、
及
び
、
裁
判
所
の
許
可
が
あ
る
と
き

に
は
、
そ
の
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
、
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

(
基
本
的
人
権
に
関
す
る
裁
判
権
)

第
八
一
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
が
し
た
裁
判
に

対
す
る
上
訴
は
、
控
訴
裁
判
所
に
対
し
て
行
う
。

(
「
裁
判
(
d
e
c
i
s
i
o
n
)
」
　
の
定
義
)

第
八
二
条

第
七
七
条
、
第
八
〇
条
、
第
八
l
条
及
び
第
二
九
条
に
お
い
て
、

「
裁
判
」
　
に
は
、
判
決
(
j
u
d
g
m
e
n
t
,
d
e
c
r
e
e
)
、
命
令
、
令
状
、
宣
言
、

有
罪
の
言
渡
し
、
刑
の
宣
告
、
意
見
の
表
明
又
は
そ
の
他
裁
定
を
含
む
。

第
七
編
　
公
　
　
務

(
解
釈
規
定
)

第
八
三
条

「
公
務
」
と
は
西
サ
モ
ア
の
役
務
を
意
味
す
る
。
但
し
、
料
金
又
は
手
数

料
の
み
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
役
務
、
名
誉
職
、
及
び
、
次
に
挙
げ
る
地

位
に
お
け
る
役
務
を
含
ま
な
い
。

回
　
国
家
元
首

㈲
　
執
行
評
議
会
の
構
成
員

回
　
総
理
大
臣
又
は
大
臣

仙
　
議
長
又
は
副
議
長

㈱
　
国
会
議
員

的
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
又
は
そ
の
他
の
司
法
官
吏

㈲
　
司
法
長
官
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料
　
㈲
　
会
計
検
査
院
長
(
C
。
n
t
r
。
H
e
r
)
及
び
監
査
院
長
(
C
h
i
e
f
A
u
d
i
t
。
r
)

同
　
人
事
委
員
会
の
委
員
の
ヶ
ち
、
任
命
の
時
点
で
公
務
の
被
用
者
で

資
　
　
な
か
っ
た
者

3
　
警
察
官
又
は
刑
務
所
の
官
吏

㈲
　
防
衛
軍
の
制
服
範
の
構
成
員

川
　
村
長
(
P
u
l
e
n
u
'
u
)

3
　
立
法
議
会
の
事
務
総
長
、
並
び
に
、
立
法
議
会
の
そ
の
他
の
官
吏

及
び
被
用
者

(
人
事
委
員
会
)

第
八
四
条

の
　
西
サ
モ
ア
人
事
委
員
会
を
置
-
。
委
員
会
は
、
総
理
大
臣
の
助
言
に

基
づ
い
て
国
家
元
首
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
三
人
以
下
の
委
員
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
。

②
　
国
家
元
首
は
'
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
委

員
の
一
人
を
委
員
長
に
任
命
す
る
。

㈲
　
次
の
者
は
、
人
事
委
員
会
の
委
員
に
新
た
に
任
命
さ
れ
、
又
は
、
委

員
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
0

回
　
西
サ
モ
ア
の
国
民
で
は
な
い
老
又
は
国
民
で
な
く
な
っ
た
者

㈲
　
国
会
議
員
で
あ
る
者
又
は
国
会
議
員
に
な
っ
た
者

㈲
　
人
事
委
員
会
の
委
員
は
す
べ
て
、
他
の
公
務
に
在
職
し
て
い
て
は
な

ら
な
い
。

㈱
　
人
事
委
員
会
の
権
限
は
、
委
員
に
欠
員
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響

を
受
け
な
い
。
委
員
会
の
手
続
は
、
参
加
資
格
の
な
い
者
が
参
加
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。

(
在
任
期
間
)

第
八
五
条

の
　
人
事
委
員
会
の
委
員
は
、
二
年
を
越
え
な
い
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の

職
に
任
命
さ
れ
る
。
但
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

㈱
　
人
事
委
員
会
の
委
員
は
、
自
署
を
し
た
総
理
大
臣
宛
の
書
面
に
よ
っ

て
、
何
時
で
も
、
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
最
高
裁
判
所
の

裁
判
官
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
の
理
由
及
び
方
法
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
罷
免
さ
れ
な
い
。

㈲
　
立
法
議
会
の
閉
会
中
、
国
家
元
首
は
、
何
時
で
も
、
総
理
大
臣
の
助

言
に
基
づ
い
て
、
人
事
委
員
会
の
委
員
の
職
務
の
執
行
を
f
時
的
に
停

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
職
務
執
行
の
一
時
停
止
の
効
力
は
、
そ

れ
以
前
に
取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
次
の
会
期
の
終
了
時
ま
で
継
続
す

る
。

(報酬)

第
八
六
条

人
事
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
は
、
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
い
て
、

国
家
元
首
が
定
め
る
。

(
委
員
会
の
職
務
)

第
八
七
条

の
　
第
三
項
の
規
定
の
下
で
、
人
事
委
員
会
は
、
公
務
に
お
け
る
任
用
、

昇
進
、
任
期
、
転
任
、
免
職
及
び
懲
戒
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
制
定

法
で
定
め
る
そ
の
他
の
職
務
を
行
う
。
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脚
　
人
事
委
員
会
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
際
し
、
公
務
に
関
す
る
内
閣

の
l
般
的
な
政
策
を
尊
重
し
'
総
理
大
臣
が
委
員
会
に
書
面
で
伝
達
し

た
、
当
該
政
策
を
明
確
化
す
る
内
閣
の
決
定
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

③
　
国
会
の
制
定
法
は
、
省
局
長
又
は
こ
れ
に
対
応
す
る
地
位
を
、
特
別

職
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
事
委
員
会
に
内
閣
が
意
見
を
照
会
し

た
後
、
国
家
元
首
は
、
内
閣
の
助
言
に
基
づ
き
、
特
別
職
に
関
し
、
そ

の
任
用
、
格
付
け
、
報
酬
、
昇
進
、
転
任
、
退
職
、
任
期
、
免
職
及
び

懲
戒
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。

(
手
続
及
び
年
次
報
告
)

第
八
八
条

仙
　
こ
の
憲
法
及
び
法
の
諸
規
定
の
下
で
、
人
事
委
員
会
は
次
の
事
項
を

行
う
。

㈲
　
そ
の
手
続
(
定
足
数
の
定
め
を
含
む
)
を
適
当
と
考
え
る
様
式
に

す
る
こ
と

㈲
　
そ
の
職
務
の
い
ず
れ
か
を
委
員
の
1
部
又
は
そ
の
他
の
者
に
委
任

す
る
こ
と

②
　
委
員
会
は
、
そ
の
活
動
に
関
す
る
年
次
報
告
書
を
国
家
元
首
に
提
出

す
る
o
そ
の
提
出
を
受
け
た
国
家
元
首
は
、
報
告
書
の
写
し
聖
止
法
議

会
に
提
出
さ
せ
る
.

(
人
事
不
服
審
査
委
員
会
(
P
u
b
l
i
c
S
e
r
v
i
c
e
B
o
a
r
d
o
f
A
p
p
e
a
l
)
)

第
八
九
条

の
　
人
事
不
服
審
査
委
員
会
を
置
-
。
人
事
不
服
審
査
委
員
会
は
、
次
の

者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

㈱
　
最
高
裁
判
所
長
官
、
又
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
指
名
し
た
司
法

官
吏

㈲
　
総
理
大
臣
の
助
言
に
基
づ
き
国
家
元
首
が
任
命
し
た
者
で
、
国
家

元
首
が
定
め
る
期
間
在
任
す
る
者

回
　
公
務
に
従
事
す
る
職
員
に
ょ
っ
て
、
そ
の
職
員
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
者
で
、
三
年
を
越
え
な
い
期
間
在
任
す
る
者

必
　
最
高
裁
判
所
長
官
又
は
最
高
裁
判
所
長
官
か
ら
指
名
さ
れ
た
者
は
'

人
事
不
服
審
査
委
員
会
の
委
員
長
と
な
る
。

㈱
　
国
会
の
制
定
法
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
　
第
t
項
回
号
の
規
定
の
下
で
選
ば
れ
る
べ
き
者
の
選
挙
の
方
法

㈲
　
第
l
項
㈲
号
及
び
回
号
の
規
定
の
下
で
任
命
さ
れ
る
人
事
不
服
審

査
委
員
会
の
管
見
に
つ
い
て
の
後
任
者
の
任
命

回
　
人
事
委
員
会
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
に
関
す
る
審
理
及
び

裁
判
に
つ
い
て
の
人
事
不
服
審
査
委
員
会
の
権
限

第
八
編
　
財
　
　
政

(
公
的
基
金
)

第
九
〇
条

国
庫
、
及
び
、
法
令
の
定
め
る
公
的
基
金
又
は
勘
定
を
置
-
0

(
課
税
の
制
限
)

第
九
一
条

国
会
に
ょ
る
場
合
を
除
い
て
、
租
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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料
　
(
歳
入
)

第
九
二
条

資
　
　
西
サ
モ
ア
が
徴
収
又
は
頚
収
し
た
、
租
税
、
そ
の
他
の
歳
入
及
び
金

銭
は
、
す
べ
て
国
庫
に
収
納
す
る
。
但
し
、
,
制
定
法
が
、
そ
の
他
の
公

的
基
金
又
は
勘
定
へ
の
収
納
を
命
じ
又
は
許
す
場
合
は
こ
の
限
り
で
な

い
。

(
公
的
基
金
か
ら
の
支
払
)

第
九
三
条

国
家
元
首
が
署
名
し
た
支
払
命
令
書
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
,
国

庫
、
又
は
へ
そ
の
他
の
公
的
基
金
も
し
-
は
勘
定
か
ら
の
金
銭
の
支
出

は
行
わ
れ
な
い
。

(
歳
出
予
算
)

i
s
s
皆
m

の
　
大
蔵
大
臣
は
、
各
会
計
年
度
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
歳
入
及
び
歳

出
の
見
積
書
を
立
法
議
会
に
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
会
が

当
該
年
度
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
見
積
書
は

当
該
年
度
の
開
始
前
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
見
積
書
に
含
ま
れ
る
(
制
定
法
に
基
づ
-
歳
出
以
外
の
)
す
べ
て
の

歳
出
に
関
す
る
提
案
は
'
歳
出
予
算
案
に
よ
っ
て
、
立
法
議
会
の
議
決

に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　
当
該
会
計
年
度
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
~
大

蔵
大
臣
は
当
該
歳
出
に
関
し
て
補
正
9
見
積
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
o
補
正
の
見
標
書
に
含
ま
れ
る
歳
出
の
提
案
は
'
補
正
歳
出

予
算
案
に
よ
っ
て
、
立
法
議
会
の
議
決
に
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

伺
　
f
定
の
役
務
に
関
し
て
、
当
該
年
度
に
関
す
る
歳
出
予
算
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
予
算
額
を
越
え
る
歳
出
が
生
じ
、
又
は
、
生
じ
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
。

㈲
　
当
該
年
度
に
関
す
る
歳
出
予
算
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
役

務
に
関
し
て
、
歳
出
(
制
定
法
に
基
づ
-
歳
出
を
除
く
)
が
生
じ
、

又
は
、
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
。

仰
　
本
条
の
規
定
の
下
で
立
法
議
会
の
議
決
に
付
さ
れ
な
い
、
制
定
法
に

基
づ
-
歳
出
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

回
　
第
二
二
条
、
第
二
五
条
、
第
六
九
条
及
び
第
九
八
条
の
諸
規
定
の

下
で
、
国
庫
が
負
担
す
る
歳
出

㈲
　
制
定
法
に
基
づ
い
て
、
国
庫
、
又
は
、
そ
の
他
の
公
的
基
金
も
し

く
は
勘
定
が
負
担
す
る
'
そ
の
他
の
歳
出

㈱
　
立
法
議
会
は
、
歳
出
予
算
案
又
は
補
正
歳
出
予
算
案
に
含
ま
れ
る
歳

出
の
提
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
承
認
し
、
又
は
、
承
認
を
拒
絶
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
但
し
、
提
案
さ
れ
た
歳
出
の
金
額
を
増
額
し
、
又
は
、

そ
の
使
途
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
暫
定
歳
出
予
算
)

第
九
五
条

歳
出
予
算
案
が
、
当
該
会
計
年
度
の
最
初
の
日
ま
で
に
成
立
し
な
い

場
合
に
は
、
大
蔵
大
臣
は
、
歳
出
予
算
案
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
予

め
内
閣
の
承
認
を
得
て
、
役
務
の
継
続
の
た
妙
に
不
可
欠
と
考
え
る
歳

o
n

っ
∪
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埠
に
つ
い
て
(
制
定
法
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
)
許
可

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
O
但
し
'
こ
の
許
可
を
与
え
ら
れ
る
歳
出

は
、
前
年
度
の
予
算
か
ら
の
繰
越
金
の
額
と
前
年
度
の
予
算
の
四
分
の

1
に
相
当
す
る
金
額
と
の
合
計
額
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

(
無
許
可
の
歳
出
)

第
九
六
条

当
該
年
度
の
予
算
の
成
立
と
そ
の
年
度
の
終
了
と
の
間
に
、
立
法
議

会
の
予
算
額
を
越
え
て
、
又
ほ
、
予
算
な
し
に
、
金
銭
を
支
出
す
る
こ

と
が
妥
当
な
場
合
に
は
'
内
閣
'
又
は
、
内
閣
が
許
可
す
る
限
度
に
お

い
て
大
蔵
大
臣
は
、
必
要
な
金
額
の
歳
出
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
本
条
に
基
づ
.
;
て
支
出
及
び
支
払
が
な
さ
れ
る
金
額

は
、
当
該
年
度
の
予
算
に
よ
る
歳
也
金
額
の
総
額
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を

越
え
て
は
な
ら
な
い
。

(
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
)

第
九
七
条

の
　
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
を
置
-
。
国
家
元
首
は
、
総
理
大
臣

*!
・

立独抑
　
制

サ酉a読

の
助
言
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
を
任
命
す
る
。

会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
退
職
後
三
年

間
は
西
サ
モ
ア
の
他
の
公
職
に
任
命
さ
れ
る
資
格
を
有
し
な
い
。

会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
は
、
年
齢
六
〇
年
に
達
し
た
時
に
退

職
す
る
。
但
し
へ
立
法
議
会
は
、
そ
の
議
決
に
よ
っ
て
、
年
齢
六
〇
年

に
達
し
た
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
の
在
任
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

㈲
　
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
は
、
何
時
で
も
、
自
署
を
し
た
総
理

大
臣
宛
の
書
面
に
ょ
っ
て
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
最
高
裁

判
所
の
裁
判
官
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
の
理
由
及
び
方
法
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
罷
免
さ
れ
な
い
o

㈱
　
立
法
議
会
の
閉
会
中
、
国
家
元
首
は
、
何
時
で
も
、
総
理
大
臣
の
助

言
に
基
づ
い
て
、
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
の
職
務
の
執
行
を
一

時
的
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
職
務
執
行
の
一
時
停
止
の
効

力
は
、
そ
れ
以
前
に
取
り
消
さ
れ
な
い
限
り
、
次
の
会
期
の
終
了
時
ま

で
継
続
す
る
。

(
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
の
報
酬
)

第
九
八
条

会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
の
報
酬
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
、
国
庫
か
ら
拠
出
さ
れ
る
。
こ
の
報
酬
は
、
会
計
検
査
院
長
及
び

監
査
院
長
の
在
職
期
間
中
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
制
定
法

に
よ
っ
て
報
酬
が
定
め
ら
れ
る
者
の
す
べ
て
に
等
し
-
適
用
さ
れ
る
1

般
的
な
報
酬
の
減
額
の
一
部
と
し
て
、
減
額
が
行
わ
れ
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。

(
会
計
監
査
)

策
九
九
条

の
　
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
は
、
国
庫
、
特
に
設
け
ら
れ
た
そ
の

他
の
公
的
基
金
又
は
勘
定
、
す
べ
て
の
省
庁
及
び
行
政
官
庁
の
会
計
、

並
び
に
、
制
定
法
が
定
め
る
そ
の
他
の
公
法
上
の
放
閑
又
は
地
方
の
機

関
及
び
団
体
の
会
計
に
つ
い
て
、
会
計
監
査
を
行
う
。
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物
　
会
計
検
査
院
長
及
び
監
査
院
長
は
、
少
な
-
と
も
年
7
回
、
本
条
に

基
づ
-
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
報
告
を
行
い
、
監
査
の
対
象
と
な
っ
た

会
計
に
お
け
る
不
正
に
つ
い
て
、
報
告
書
の
中
で
注
意
を
喚
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
.

第
九
編
　
土
地
及
び
そ
の
権
原

(
曹
長
(
M
a
t
a
i
)
　
の
梅
原
)

第
一
〇
〇
条

酋
長
の
植
原
は
、
サ
モ
ア
の
慣
習
及
び
慣
例
、
並
び
に
、
サ
モ
ア
の

慣
習
及
び
慣
例
に
関
す
る
法
に
従
っ
て
保
持
さ
れ
る
。

(
西
サ
モ
ア
の
土
地
)

第
f
 
O
 
I
条

の
　
西
サ
モ
ア
の
土
地
は
す
べ
て
、
慣
習
上
の
所
有
地
,
自
由
保
有
(
f
r
e
e
-

h
o
l
d
)
の
土
地
又
は
公
有
地
で
あ
る
。

∽
　
慣
習
上
の
所
有
地
と
は
、
サ
モ
ア
の
慣
習
及
び
慣
例
、
並
び
に
、
サ

モ
ア
の
慣
習
及
び
慣
例
に
関
す
る
法
に
従
っ
て
、
西
サ
モ
ア
か
ら
権
原

を
認
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。

㈱
　
自
由
保
有
の
土
地
と
は
、
西
サ
モ
ア
か
ら
単
純
封
土
権
(
a
n
e
s
t
a
t
e

i
n
f
e
e
s
i
m
p
l
e
)
を
認
め
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
O

㈲
　
公
有
地
と
は
、
慣
習
上
の
榛
原
及
び
単
純
封
土
権
が
及
ば
な
い
土
地

と
し
て
、
西
サ
モ
ア
に
帰
属
す
る
土
地
で
あ
る
。

(
慣
習
上
の
所
有
地
に
つ
い
て
の
移
転
の
禁
止
)

第
f
〇
二
条

売
買
、
譲
渡
抵
当
又
は
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
で
あ
れ
、
慣
習
上
の

所
有
地
又
は
慣
習
上
の
土
地
に
つ
い
て
の
利
益
を
、
移
転
又
は
譲
渡
す

る
こ
と
は
違
法
で
あ
り
、
何
人
も
そ
の
権
限
を
有
し
な
い
。
何
人
も
,

慣
習
上
の
所
有
地
又
は
憤
習
上
の
土
地
に
関
す
る
利
益
に
対
し
て
強
制

執
行
を
行
い
、
又
は
、
債
務
者
の
死
亡
も
し
-
は
倒
産
に
際
し
て
、
こ

れ
ら
を
債
務
支
払
の
た
め
の
責
任
財
産
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但

し
、
国
会
の
制
定
法
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で

きiO
㈱
　
慣
習
上
の
所
有
地
又
は
慣
習
上
の
土
地
に
関
す
る
利
益
に
つ
い

て
、
賃
貸
借
を
設
定
し
、
又
は
、
利
用
権
を
認
め
る
こ
と
。

㈲
　
慣
習
上
の
所
有
地
又
ほ
慣
習
上
の
土
地
に
関
す
る
利
益
を
、
公
の

た
め
に
収
用
す
る
こ
と
。

(
土
地
及
び
そ
の
権
原
に
関
す
る
裁
判
所
(
L
a
n
d
a
n
d
T
i
t
l
e
s
C
o
u
r
t
)
)

第
一
〇
三
条

土
地
及
び
そ
の
榛
原
に
関
す
る
裁
判
所
を
置
-
。
こ
の
裁
判
所
の
構

成
へ
並
び
に
、
酋
長
の
榛
原
及
び
慣
習
上
の
土
地
に
関
す
る
裁
判
権
は
,

制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

(
曇
高
水
位
線
以
下
の
土
地
)

第
一
〇
四
条

の
　
制
定
法
の
諸
規
定
の
下
に
お
い
て
'
最
高
水
位
線
以
下
の
土
地
は
、

す
べ
て
公
有
地
と
す
る
。

仏
本
条
に
お
い
て
、
「
水
位
線
」
と
は
、
大
潮
と
小
潮
の
間
の
中
間
の
満

潮
時
の
水
位
線
を
指
す
。
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第
一
〇
編
　
非
常
統
治
権

(
非
常
事
態
の
布
告
)

第
L
〇
五
条

の
　
内
閣
に
意
見
を
照
会
し
た
後
、
国
家
元
首
が
自
己
の
裁
量
に
基
づ
い

て
、
戦
争
、
国
外
か
ら
の
侵
略
、
内
乱
又
は
自
然
的
大
災
害
に
よ
り
、

重
大
な
非
常
事
態
が
発
生
T
j
'
そ
の
た
め
西
サ
モ
ア
の
安
全
も
し
く
は

経
済
生
活
、
又
は
、
そ
れ
ら
の
1
部
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
国
家
元
首
は
'
布
告
(
以
下
、
非
常
事
態
の
布
告
と
呼
ぶ
)

に
ょ
っ
て
、
非
常
事
態
の
発
生
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

撚
　
非
常
事
態
の
布
告
は
、
撤
回
さ
れ
な
い
限
り
、
三
〇
日
間
の
効
力
を

有
す
る
o
但
し
、
本
項
の
規
定
は
、
先
の
布
告
の
失
効
前
に
、
さ
ら
に

布
告
を
発
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

㈲
　
非
常
事
態
の
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
立
法
議
会
が
閃

汰「
・

-p.独アモサ西釈読

か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
布
告
は
直
ち
に
議
会
に
提
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

非
常
事
態
の
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
立
法
議
会
が
開

か
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
国
家
元
首
は
、
自
己
の
裁
量
に
基
づ
き
、

当
該
状
況
の
下
で
議
会
を
開
会
で
き
る
と
考
え
る
最
も
早
い
時
点
を
議

会
の
開
会
日
と
定
め
、
か
つ
'
布
告
は
直
ち
に
議
会
に
提
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
国
会
議
員
の
総
数
(
欠
員
を
含
む
)
の
半
数

以
上
の
議
員
が
、
国
家
元
首
に
対
し
て
、
本
項
の
目
的
の
た
め
に
議
会

の
開
会
日
を
定
め
る
こ
と
を
予
め
書
面
で
求
妙
て
い
る
場
合
に
は
、
国

家
元
首
は
、
当
該
予
告
の
書
面
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内
の
時

点
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
緊
急
命
令
)

第
一
〇
六
条

仙
　
非
常
事
態
の
布
告
の
発
布
後
、
そ
れ
が
効
力
を
有
す
る
間
、
国
家
元

首
は
、
西
サ
モ
ア
の
公
共
の
安
全
、
防
衛
'
及
び
、
西
サ
モ
ア
が
関
与

す
る
事
業
の
効
率
的
な
遂
行
の
た
め
、
公
の
秩
序
、
社
会
生
活
に
必
要

不
可
欠
な
物
資
及
び
役
務
の
維
持
の
た
め
、
並
び
に
、
共
同
体
の
利
益

及
び
福
祉
の
保
護
の
た
め
に
、
必
要
又
は
適
当
と
考
え
る
命
令
(
以

下
、
緊
急
命
令
と
呼
ぶ
)
を
事
情
に
応
じ
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

i
g
　
緊
急
命
令
で
は
、
本
条
の
諸
規
定
が
認
め
る
緊
急
命
令
の
目
的
の
中

の
い
ず
れ
か
の
た
め
に
'
当
該
命
令
に
定
め
る
放
閑
、
人
々
、
も
し
く

は
、
人
々
の
階
級
に
、
規
制
、
規
則
も
し
-
ほ
細
則
を
制
定
す
る
権
限

を
与
え
'
又
は
、
か
か
る
権
限
の
付
与
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
緊
急
命
令
に
ほ
、
第
t
項
の
規
定
の
下
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
効

果
的
な
行
使
の
た
軌
、
国
家
元
首
が
必
要
又
は
適
当
と
考
え
る
、
付
随

的
か
つ
補
足
的
な
条
項
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈱
　
す
べ
て
緊
急
命
令
は
、
第
二
編
の
諸
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
効

力
を
有
す
る
。
但
し
、
そ
の
他
の
理
由
か
ら
無
効
と
な
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

㈲
　
緊
急
命
令
の
条
項
、
及
び
、
緊
急
命
令
の
条
項
に
基
づ
い
て
制
定
さ

れ
た
規
制
、
規
則
も
し
-
は
細
則
は
、
す
で
に
他
の
法
が
規
定
す
る
事

Q
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料
　
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
又
は
、
か
か
る
法
と
矛
盾
す
る
こ
と

を
理
由
に
、
無
効
と
は
な
ら
な
い
。

資
　
(
緊
急
命
令
の
立
法
議
会
へ
の
提
出
)

第
一
〇
七
条

の
　
第
T
〇
六
条
の
規
定
に
よ
り
へ
緊
急
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
時
点
に
お

い
て
立
法
議
会
が
閃
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
命
令
は
直
ち
に
議

会
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
時
点
に
お
い
て
立
法
議
会

が
開
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
命
令
は
次
回
の
会
期
の
開
始
後

直
ち
に
議
会
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

∽
　
第
一
項
の
規
定
の
下
で
、
緊
急
命
令
が
立
法
議
会
に
提
出
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
T
〇
日
以
内

に
'
当
該
命
令
の
撤
回
を
求
め
る
動
議
が
、
六
人
の
国
会
議
員
の
署
名

を
得
て
議
会
に
提
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
議
会
は
、
提
出
の
あ
っ
た
日

か
ら
四
開
会
日
以
内
の
最
も
早
い
適
当
な
機
会
に
、
当
該
動
議
に
つ
い

て
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
緊
急
命
令
が
撒
回
さ
れ
る
べ
き
旨
を

議
会
が
決
議
す
る
場
合
に
は
、
当
該
命
令
は
失
効
す
る
。

畑
.
第
1
〇
六
条
の
規
定
の
下
で
発
せ
ら
れ
た
す
べ
て
の
緊
急
命
令
は
、

非
常
事
態
の
布
告
が
失
効
す
る
日
に
、
又
は
、
当
該
非
常
事
態
に
関
し

て
複
数
の
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
中
の
最
後
の
布
告
が

失
効
す
る
日
に
、
失
効
す
る
。
但
し
、
そ
れ
以
前
に
緊
急
命
令
が
撤
回

さ
れ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈲
　
緊
急
命
令
の
撤
回
又
は
失
効
は
、
当
該
命
令
の
従
前
の
実
施
、
当
該

命
令
の
下
で
行
わ
れ
、
も
し
-
は
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
措
置
の
効
力
、

犯
さ
れ
た
犯
罪
'
又
は
、
受
け
た
刑
罰
も
し
-
ほ
処
罰
に
は
、
影
響
を

与
え
な
い
。

(
拘
禁
に
関
す
る
制
限
)

第
一
〇
八
条

の
　
本
条
の
目
的
の
た
め
に
、
次
の
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
諮
問
委
員

会
を
置
く
。

両
　
議
長
。
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
、
も
し
く
は
、
か
つ
て
最
高
裁
判

所
の
裁
判
官
で
あ
っ
た
者
、
又
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
任
命

さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
国
家
元
首
が
任
命
す
る
。

㈲
　
そ
の
他
二
人
の
委
員
。
最
高
裁
判
所
長
官
に
意
見
を
照
会
し
た

後
、
国
家
元
首
が
自
己
の
裁
量
に
基
づ
い
て
任
命
す
る
。

②
　
第
1
〇
六
条
の
規
定
の
下
で
発
せ
ら
れ
た
緊
急
命
令
が
拘
禁
を
定
め

る
場
合
に
は
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

㈲
　
緊
急
命
令
の
条
項
の
下
で
拘
禁
さ
れ
た
者
に
は
、
拘
禁
の
理
由
、

及
び
、
第
三
項
の
規
定
に
従
っ
て
、
根
拠
と
な
る
事
実
を
可
能
な
限

り
速
や
か
に
告
知
し
、
か
つ
、
拘
禁
に
対
し
て
諮
問
委
員
会
に
異
議

を
申
し
立
て
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

㈲
　
緊
急
命
令
の
条
項
の
下
で
拘
禁
さ
れ
た
者
は
、
何
人
も
、
二
万
を

越
え
て
拘
禁
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
諮
問
委
員
会
が
初
号
の

規
定
.
に
基
づ
-
異
議
を
検
討
し
、
諮
問
委
員
会
の
意
見
に
よ
れ
ば
拘

・
禁
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
旨
を
、
当
該
期
間
の
満
了
前
に
報
告
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

㈲
　
第
1
〇
六
条
の
規
定
の
下
で
発
せ
ら
れ
た
緊
急
命
令
に
よ
っ
て
,
狗

っ
ムT
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汰憲国立独アモサ西釈読

禁
を
行
う
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
人
が
、
事
実
を
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
国
家
の
利
益
が
害
さ
れ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
本
条
は

当
該
事
実
の
開
示
を
要
求
し
な
い
。

第
二
編
　
通
則
及
び
雑
則

(
嚢
法
改
正
)

第
一
〇
九
条

の
　
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
は
す
べ
て
、
制
定
法
に
よ
っ
て
改
正
又
は
廃
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
o
　
新
規
定
は
、
制
定
法
に
よ
っ
て
こ
の
憲
法
に
挿

入
さ
れ
る
。
但
し
、
憲
法
改
正
を
求
め
る
法
案
が
、
第
三
読
会
に
お
い

て
国
会
議
員
の
総
数
(
欠
員
を
含
む
)
　
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
議

決
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
法
案
の
第
二
読
会
と
第
三
読
会
と
の
間
に
九
〇

日
以
上
の
期
間
が
あ
る
場
合
に
限
る
。

第
1
〇
二
条
の
規
定
、
又
は
、
本
項
前
段
但
書
の
規
定
を
改
正
'
廃

止
し
、
も
し
-
は
こ
れ
に
追
加
を
す
る
法
案
は
、
第
四
四
条
の
規
定
の

下
で
確
定
さ
れ
る
各
地
域
の
選
挙
人
名
簿
に
基
づ
-
選
挙
人
に
ょ
る
投

票
に
付
さ
れ
、
か
つ
、
有
効
投
票
数
の
三
分
の
二
の
多
数
に
よ
る
支
持

を
受
け
た
後
に
、
同
意
を
求
め
て
国
家
元
首
に
提
出
さ
れ
る
。

∽
　
前
項
の
規
定
の
下
で
、
法
案
が
通
過
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
、
議
長

が
署
名
し
た
証
書
は
、
こ
れ
に
対
す
る
反
証
を
許
さ
ず
、
い
ず
れ
の
裁

判
所
に
お
い
て
も
争
い
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

(
恩
赦
の
権
限
)

i
l
f
l
麗
宴

の
　
国
家
元
首
は
、
恩
赦
へ
　
刑
の
執
行
の
延
期
及
び
刑
の
執
行
停
止
を
認

め
る
権
限
、
並
び
に
、
裁
判
所
、
審
判
所
、
又
は
、
法
の
下
に
設
け
ら

れ
た
機
関
が
し
た
有
罪
判
決
に
つ
い
て
、
そ
の
免
除
、
執
行
の
1
時
停

止
又
は
軽
減
を
す
る
権
限
を
有
す
る
。

⑦
　
前
項
の
規
定
の
下
で
与
え
ら
れ
た
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
家
元
首

は
、
総
理
大
臣
が
状
況
に
応
じ
て
指
名
す
る
大
臣
に
意
見
を
膿
会
し
た

後
、
自
己
の
裁
量
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
行
使
す
る
。

(
解
釈
規
定
)

㌫

K

I

H

E

3

の
　
こ
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
特
段
の
規
定
が
あ
る
場
合
、
又
は
、
そ
の

規
定
の
趣
旨
か
ら
特
段
の
解
釈
を
す
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
次
の
よ
う

に
解
釈
す
る
。

「
制
定
法
」
　
又
は
　
「
国
会
の
制
定
法
」
と
は
'
西
サ
モ
ア
の
国
会
の
制

定
法
を
い
う
。
こ
れ
は
、
1
九
五
七
年
サ
モ
ア
改
正
法
の
諸
規
定
の
下

に
設
け
ら
れ
た
信
託
統
治
地
域
9
立
法
議
会
の
す
べ
て
の
法
令
を
含

む
。「

内
閣
」
　
と
は
、
大
臣
の
構
成
す
る
内
閣
を
い
う
。

「
裁
判
長
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
長
を
い
う
。

「
控
訴
裁
判
所
」
と
は
'
西
サ
モ
ア
の
控
訴
裁
判
所
を
い
う
。

「
公
務
の
被
用
者
」
　
と
は
、
公
務
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。

「
現
行
法
」
　
と
は
、
西
サ
モ
ア
信
託
統
治
地
域
、
又
は
へ
　
独
立
記
念
日

の
直
前
ま
で
そ
の
1
部
を
成
し
て
い
た
地
域
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る

法
を
い
う
。
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料
　
　
「
周
家
元
首
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
国
家
元
首
を
い
う
。

「
高
等
法
院
」
と
は
、
一
九
二
一
年
サ
モ
ア
制
定
法
の
諸
規
定
の
下
に

資
　
設
け
ら
れ
た
西
サ
モ
ア
の
高
等
法
院
を
い
う
o

「
独
立
記
念
日
」
と
は
、
第
二
三
条
の
規
定
の
下
で
、
こ
の
憲
法
が

施
行
さ
れ
た
日
を
い
う
。

「
司
法
官
吏
」
と
は
、
司
法
官
の
職
を
有
す
る
者
を
い
う
。
但
し
、
公

務
の
被
用
者
で
司
法
官
の
職
務
の
全
部
又
は
一
部
を
果
た
す
も
の
を
含

ま
な
い
。

「
法
」
と
は
、
現
時
点
に
お
い
て
西
サ
モ
ア
で
効
力
を
有
す
る
す
べ
て

の
法
を
い
う
。
こ
の
憲
法
、
国
会
の
制
定
法
、
及
び
そ
れ
ら
の
下
で
設

け
ら
れ
る
機
関
の
布
告
、
規
制
、
命
令
、
細
則
、
そ
の
他
の
法
、
西
サ

モ
ア
の
現
行
法
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
な
い
範
閏
で
の
現
時
点
に
お
け
る

英
国
の
コ
モ
ン
ロ
ー
及
び
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
、
並
び
に
、
制
定
法
の
諸
規

定
も
し
く
は
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
判
決
の
下
で
西
サ
モ
ア
に
お

け
る
法
的
効
力
を
獲
得
し
た
慣
習
及
び
慣
例
、
又
は
、
そ
れ
ら
の
1
部

が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

「
立
法
議
会
」
と
は
、
第
四
四
条
の
規
定
の
下
で
設
け
ら
れ
る
立
法
議

会
を
い
う
。

「
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会
」
と
は
'
1
九
五
七
年
サ
モ
ア
改
正
法

の
諸
規
定
の
下
で
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
独
立
記
念
日
の
直
前
に
お
い
て

現
存
す
る
、
立
法
議
会
を
い
う
.

「
大
臣
」
　
に
は
、
総
理
大
臣
を
含
む
。

「
有
給
職
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
公
務
員
で
、
報
酬
に
関
す
る
権
利
を

有
す
る
職
を
い
い
、
制
定
法
に
よ
っ
て
有
給
職
と
さ
れ
る
も
の
を
含

む
o「

公
務
の
職
員
」
と
は
、
公
務
の
被
用
者
で
、
臨
時
雇
い
、
及
び
、
試

用
期
間
中
の
者
を
除
く
者
を
い
う
。

「
国
会
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
国
会
を
い
う
。

「
告
示
」
と
は
、
国
家
元
首
に
よ
っ
て
、
そ
の
署
名
及
び
西
サ
モ
ア
の

国
璽
の
押
印
を
経
て
作
成
さ
れ
、
西
サ
モ
ア
の
官
報
に
公
示
さ
れ
た
告

示
を
い
う
。

「
財
産
」
に
は
、
不
動
産
及
び
動
産
、
不
動
産
及
び
動
産
に
関
す
る
権

利
又
は
利
益
へ
債
務
、
係
争
物
、
並
び
に
、
そ
の
他
の
権
利
又
は
利
益

i
d
含
む
ぐ

「
国
璽
」
と
は
'
西
サ
モ
ア
の
国
璽
を
い
う
。

「
人
事
委
員
会
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
人
事
委
員
会
を
い
う
。

「
報
酬
」
に
は
、
報
酬
も
し
-
は
賃
金
、
手
当
、
退
職
金
、
無
償
も
し

く
は
補
助
に
よ
る
住
宅
供
給
、
無
償
も
し
-
は
補
助
に
よ
る
運
輸
、
及

び
、
そ
の
他
住
宅
供
給
に
関
す
る
も
し
-
は
金
銭
的
価
値
を
有
す
る
特

典
を
含
む
。

「
西
サ
モ
ア
の
役
務
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
い
ず
れ
か
の
資
格
に
お
け

る
役
務
を
い
う
。
こ
れ
に
は
、
第
八
三
条
の
伺
号
乃
至
国
号
に
挙
げ
る

資
格
に
お
け
る
役
務
を
含
む
が
、
西
サ
モ
ア
信
託
財
産
会
社
に
関
す
る

役
務
を
含
ま
な
い
。

「
議
長
」
と
は
、
立
法
議
会
の
議
長
を
い
う
。

「
最
高
裁
判
所
」
と
は
、
西
サ
モ
ア
の
最
高
裁
判
所
を
い
う
。
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汰憲国立独アモサ西釈読

「
西
サ
モ
ア
信
託
財
産
会
社
」
と
は
'
独
立
記
念
日
に
そ
の
名
称
の
下

に
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。

脚
　
こ
の
憲
法
に
お
い
て
、
I
九
二
l
年
サ
モ
ア
法
、
又
ほ
、
同
法
の
改

正
法
と
は
、
「
一
九
二
1
年
サ
モ
ア
法
」
と
い
う
略
称
を
持
つ
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
の
制
定
法
、
又
は
、
同
法
の
改
正
法
を
い
う
。
こ
れ

に
は
、
'
ニ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
会
の
当
該
制
定
法
の
す
べ
て
の
改
正

法
、
又
は
、
同
法
の
改
正
法
を
含
む
も
の
と
す
る
。

㈲
　
こ
の
憲
法
で
特
定
の
編
、
条
文
又
は
付
則
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、
そ

の
趣
旨
か
ら
特
段
の
解
釈
を
す
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
こ
の
憲
法
の
当

該
編
も
し
く
は
当
該
条
文
、
又
は
、
当
該
付
則
を
い
う
も
の
と
す
る
。

特
定
の
項
、
号
'
又
は
、
段
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
条
文
の
当
該

項
、
当
該
項
の
中
の
当
該
号
、
又
は
、
当
該
号
の
中
の
当
該
段
を
い
う

も
の
と
す
る
。

㈲
　
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
、
宣
誓
及
び
宣
誓
書
へ
の
署
名
が
要
件

と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
宣
誓
者
が
希
望
す
る
と
き
i
l
J
は
'
確
約

(
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
)
及
び
確
約
書
へ
の
署
名
に
ょ
り
て
、
そ
の
要
件
を
充
た

す
T
A
J
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　
こ
の
憲
法
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
職
務
が
挙
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
趣
旨
か
ら
特
段
の
解
釈
を
す
べ
き
と
き
を
厭
い
て
、
当
該
職
務
、

並
び
に
、
当
該
職
務
に
就
い
て
い
る
者
が
適
法
に
行
使
す
る
権
限
又
は

権
能
、
そ
の
者
が
遂
行
す
べ
き
義
務
を
い
う
も
の
と
す
る
。

㈲
　
こ
の
憲
法
に
お
い
て
、
職
名
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
職
に
在

る
者
を
指
す
場
合
に
は
、
そ
の
趣
旨
か
ら
特
段
の
解
釈
を
す
べ
き
と
き

を
除
い
て
へ
　
そ
の
時
点
に
お
い
て
当
該
職
務
を
適
法
に
遂
行
す
る
者
を

指
す
も
の
と
す
る
。

の
　
こ
の
憲
法
が
い
ず
れ
か
の
職
に
関
す
る
任
命
権
を
与
え
る
場
合
k

は
、
当
該
任
命
権
を
有
す
る
者
又
は
機
関
は
、
そ
の
趣
旨
か
ら
特
段
の

解
釈
を
す
べ
き
と
き
を
除
い
て
、
次
の
よ
う
な
権
限
を
持
つ
。

イ

㈲
　
被
任
命
者
が
不
在
の
た
め
、
又
は
、
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

瞥
動
で
き
な
い
た
め
、
当
該
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
間
、
被
任
命
者

以
外
の
者
に
そ
の
職
務
の
遂
行
を
命
じ
る
こ
と
。

㈲
　
当
該
職
の
正
式
の
担
当
者
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

者
が
、
そ
の
職
か
ら
辞
任
す
る
ま
で
の
間
に
休
暇
を
取
っ
て
い
る
場

合
に
、
他
の
者
を
実
質
上
そ
の
担
当
者
に
任
命
す
る
こ
と
。

回
　
任
命
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
任
命
権
を
有
す
る
老
も
し
く

は
機
関
に
ょ
っ
て
異
な
る
指
示
が
あ
る
時
ま
で
、
又
ほ
、
そ
の
職
に

つ
い
て
正
式
の
任
命
が
あ
る
時
ま
で
の
、
い
ず
れ
か
早
い
時
点
ま
で

に
つ
い
て
、
何
人
か
に
そ
の
職
務
の
遂
行
を
命
じ
る
こ
と
。

(正文)

第
I
 
I
二
条

こ
の
憲
法
は
'
サ
モ
ア
語
及
び
英
語
に
ょ
る
本
文
を
ひ
と
し
く
正
文

と
し
、
そ
れ
ら
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
英
語
の
本
文
に
ょ
る
。

(施行)

第
I
　
〓
二
条

こ
の
憲
法
は
、
1
九
四
六
年
〓
l
月
I
 
H
i
m
の
国
際
連
合
総
会
に
お

い
て
承
認
さ
れ
た
西
サ
モ
ア
地
域
に
つ
い
て
の
信
託
統
治
規
約
に
閑
し

I
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料
　
　
て
、
そ
の
失
効
の
日
と
し
て
国
際
連
合
総
会
が
承
認
し
た
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

第
一
二
編
　
経
過
規
定

(
現
行
法
の
存
続
)

第
一
一
四
条

こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
、

回
　
現
行
法
は
、
独
立
記
念
日
以
後
も
、
制
定
法
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ

る
ま
で
へ
　
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
。

㈲
　
現
行
法
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
権
利
、
義
務
及
び
責
任
は
、
す
べ

て
独
立
記
念
日
以
後
も
存
続
し
、
各
々
そ
の
行
使
及
び
執
行
を
認
め

ら
れ
る
。

回
　
現
行
法
の
下
で
生
じ
た
犯
罪
に
関
す
る
手
続
は
、
こ
の
憲
法
の
諸

規
定
の
下
に
設
け
ら
れ
る
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
で
、
独
立
記
念

日
以
後
も
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
、
犯
罪
者
は
現
行
法
の
定
め
る
刑

罰
を
受
け
る
。

(
国
務
会
議
(
C
o
u
n
c
i
l
o
f
S
t
a
t
e
)
の
職
務
)

第
一
一
五
条

現
行
法
が
一
九
五
九
年
サ
モ
ア
改
正
法
の
下
で
設
け
ら
れ
た
西
サ
モ

ア
国
務
会
議
に
権
能
を
与
え
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
権
能
は
国
家
元

首
が
遂
行
す
る
。
・
国
務
会
議
が
執
行
評
議
会
の
助
言
を
受
け
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
当
該
権
能
を
遂
行
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
権
能
に
つ
い
て
は
、
国
家
元
首
は
、
内
閣
の
助
言
を
受
け
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
遂
行
す
る
。

(
大
臣
の
地
位
の
存
続
)

第
一
二
〈
条

堅
止
記
念
日
の
直
前
ま
で
総
理
大
臣
又
は
大
臣
の
地
位
に
あ
る
者

は
、
第
四
編
の
諸
規
定
の
下
で
正
当
に
任
命
さ
れ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。

(
寡
-
回
立
法
議
会
)

第
一
一
七
条

の
　
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会
は
'
独
立
記
念
日
以
後
も
立
法
議
会
と

し
て
存
続
す
る
。
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会
の
議
員
は
、
こ
の
憲
法

の
諸
規
定
の
下
で
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
議
員
と
見
倣
さ
れ
る
。

榔
　
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
在
職
す
る
、
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会

の
議
長
及
び
副
議
長
は
、
各
々
、
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
正
当
に

選
挙
さ
れ
た
議
長
及
び
副
議
長
と
見
倣
さ
れ
る
。

㈱
　
立
法
議
会
の
第
7
会
期
は
、
独
立
記
念
日
か
ら
二
万
以
内
に
開
会
す

t
f
ォ
'

㈲
　
第
六
三
条
第
四
項
の
規
定
に
関
し
て
は
、
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議

会
の
総
選
挙
の
日
を
も
っ
て
、
独
立
記
念
日
以
後
の
立
法
議
会
に
関
す

る
、
最
後
の
選
挙
の
日
と
す
る
。

㈲
　
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
に
お
い
て
、
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
効

力
を
有
す
る
、
信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会
の
議
事
規
則
は
、
こ
れ
を

立
法
議
会
の
議
事
規
則
と
す
る
。
こ
の
議
事
規
則
は
、
第
五
三
条
の
規

定
の
下
で
'
改
正
、
廃
止
又
は
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
　
独
立
記
念
日
以
後
に
行
わ
れ
る
最
初
の
総
選
挙
の
日
以
前
に
、
国
会
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汰憲国立敬アモサ西s読

議
員
の
議
席
に
欠
員
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
欠
員
は
、
独
立
記
念

日
の
直
前
に
効
力
を
有
す
る
法
の
下
に
お
い
て
、
信
託
統
治
地
域
の
立

法
議
会
の
議
員
に
つ
い
て
の
欠
員
の
補
充
と
し
て
、
補
充
さ
れ
る
。

(
在
任
中
の
裁
判
官
)

第
一
l
八
条

こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
に
お
い
て
'
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
高

等
法
院
の
裁
判
官
の
地
位
に
あ
る
者
は
、
独
立
記
念
日
以
後
へ
　
独
立
記

念
日
の
直
前
に
お
け
る
と
同
一
の
任
期
及
び
条
件
で
、
最
高
裁
判
所
の

裁
判
官
と
な
る
。

(
係
属
中
の
訴
訟
手
統
)

第
一
一
九
条

の
　
独
立
記
念
日
の
直
前
に
高
等
法
院
に
係
属
中
の
訴
訟
手
続
は
、
独
立

記
念
日
以
後
こ
れ
を
す
べ
て
移
送
し
、
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
に
設

け
ら
れ
る
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
係
属
す
る
と
見
倣
す
。

㈲
　
高
等
法
院
か
ら
の
不
服
申
立
て
で
、
独
立
記
念
日
の
直
前
に
、
当
該

不
服
申
立
て
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
、
又

は
'
同
裁
判
所
に
既
に
係
属
中
の
不
服
申
立
て
は
'
独
立
記
念
日
以
後

す
べ
て
控
訴
裁
判
所
に
提
起
又
は
移
送
さ
れ
、
当
該
裁
判
所
に
係
属
す

る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

㈱
　
高
等
法
院
の
裁
判
又
は
、
高
等
法
院
か
ら
の
不
服
申
立
て
に
つ
い
て

裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
裁
判
は
、
各
々
、
最
高
裁
判
所
又
は
控
訴

裁
判
所
の
し
た
裁
判
と
同
一
の
効
力
及
び
効
果
を
有
す
る
。

(
在
職
中
の
官
吏
)

第
一
二
〇
条

こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
に
お
い
て
、

㈲
　
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
司
法
長
官
又
は
人
事
委
員
会
の
委
員
の

職
に
あ
る
者
は
、
独
立
記
念
日
以
後
、
独
立
記
念
日
の
直
前
に
お
け

る
と
同
一
の
任
期
及
び
条
件
で
、
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
設
け

ら
れ
た
従
前
の
職
に
対
応
す
る
職
に
就
-
0

㈲
　
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
一
九
四
九
年
サ
モ
ア
改
正
法
に
お
い
て

指
示
さ
れ
た
西
サ
モ
ア
公
務
の
被
用
者
で
あ
る
者
は
、
独
立
記
念
日

以
後
、
公
務
に
お
い
て
同
様
の
被
用
者
と
な
る
。

(
独
立
記
念
日
以
前
に
施
行
に
至
っ
て
い
な
い
法
)

第

二

二

条

信
託
統
治
地
域
の
立
法
議
会
に
よ
っ
て
立
法
又
は
制
定
さ
れ
、
か

つ
、
そ
の
施
行
が
延
期
さ
れ
て
い
る
法
に
つ
い
て
は
、
独
立
記
念
日
以

後
、
当
該
法
が
定
め
た
、
又
は
、
そ
の
施
行
を
授
権
さ
れ
た
機
関
が
定

め
た
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
法
は
施
行
日
以

後
、
国
会
の
制
定
法
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
。

(
現
行
法
の
適
用
)

第
一
二
二
条

現
行
法
で
、
西
サ
モ
ア
信
託
統
治
地
域
の
女
王
、
西
サ
モ
ア
信
託
統

治
地
域
の
国
王
、
西
サ
モ
ア
信
託
統
治
地
域
、
西
サ
モ
ア
又
は
サ
モ
ア

と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
趣
旨
か
ら
特
段
の
解
釈
を
す
べ
き
と
き
を
除

い
て
、
西
サ
モ
ア
を
い
う
も
の
と
す
る
。

(
財
産
の
帰
属
)

ヽ
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料
　
第
一
二
三
条

の
　
独
立
記
念
日
の
直
前
に
お
い
て
、
西
サ
モ
ア
信
託
統
治
地
域
の
女

資
　
王
、
又
は
、
西
サ
モ
ア
信
託
統
治
地
域
の
国
王
に
帰
属
す
る
財
産
は
、

す
べ
て
独
立
記
念
日
に
西
サ
モ
ア
に
帰
属
す
る
。

∞
　
第
三
項
の
規
定
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、
独
立
記
念
日
の
直
前
に

お
い
て
、
一
九
二
一
年
サ
モ
ア
法
の
規
定
で
、
サ
モ
ア
の
所
有
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
所
有
又
は
国
王
の
所
有
と
さ
れ
る
土
地
は
、
独
立
記
念
日
以

後
、
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
の
下
で
、
各
々
、
慣
習
上
の
所
有
地
、
自
由

保
有
の
土
地
又
は
公
有
地
と
な
る
。

㈲
　
独
立
記
念
日
の
直
前
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
を
代
表

す
る
国
王
に
帰
属
す
る
西
サ
モ
ア
の
す
べ
て
の
土
地
は
'
独
立
記
念
日

以
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
を
代
表
す
る
女
王
が
単
純
封
土
権
に

基
づ
い
て
所
有
す
る
自
由
保
有
の
土
地
と
な
る
。

(
憲
法
の
移
行
期
に
お
け
る
改
正
)

第
一
二
四
条

第
五
編
の
諸
規
定
の
下
で
国
会
が
設
け
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
、

こ
の
憲
法
の
諸
規
定
を
改
正
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
へ
　
信
託
統
治
地

域
の
立
法
議
会
は
、
独
立
記
念
日
の
直
前
ま
で
有
効
に
存
在
す
る
憲
法

制
度
か
ら
こ
の
憲
法
が
定
め
る
憲
法
制
度
へ
の
移
行
に
伴
う
困
難
を
除

去
す
る
た
め
、
立
法
に
よ
っ
て
改
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
条

の
規
定
に
基
づ
く
す
べ
て
の
立
法
は
、
立
法
議
会
の
最
初
の
開
会
日
か

ら
九
月
の
期
間
を
経
た
時
点
で
失
効
す
る
。
但
し
、
そ
れ
以
前
に
法
が

廃
止
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

付
　
　
則

付
則
第
一
　
国
家
元
首
の
選
挙

第
一
条

の
　
国
家
元
首
の
任
期
満
了
の
目
の
前
六
〇
日
ま
で
に
、
議
長
ほ
、
国
家

元
首
に
欠
員
が
生
じ
る
日
を
各
国
会
議
員
に
書
面
で
通
知
し
、
当
該
通

知
の
中
で
、
欠
員
が
生
じ
る
目
の
前
三
〇
日
以
上
三
五
日
以
内
(
欠
員

が
生
じ
る
日
を
除
-
)
　
の
日
を
、
国
家
元
首
の
選
挙
の
候
補
者
指
名
の

日
と
定
め
る
。

②
　
国
家
元
首
の
任
期
満
了
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
国
家
元
首
に
欠
員
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
議
長
は
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に
、
そ
の
欠
員
の

発
生
を
各
国
会
議
員
に
書
面
で
通
知
し
、
そ
の
通
知
の
中
で
、
欠
員
が

生
じ
た
日
の
後
三
〇
日
以
上
三
五
日
以
内
　
(
欠
員
が
生
じ
た
日
を
除

-
)
　
の
日
を
、
_
国
家
元
首
の
選
挙
の
候
補
者
指
名
の
日
と
定
め
る
。

第
二
条

の
　
第
l
条
の
規
定
に
従
っ
て
議
長
が
通
知
を
発
し
た
後
に
、
1
0
人
以

上
の
国
会
議
員
が
'
候
補
者
指
名
の
日
を
議
長
が
定
め
た
日
よ
り
も
後

に
定
め
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
、
国
家
元
首
又
は
代
表
者
会
議
に
、

助
言
を
含
め
て
書
面
で
要
請
す
る
場
合
に
は
、
要
請
を
受
け
た
国
家
元

首
又
は
代
表
者
会
議
は
、
直
ち
に
、
可
能
な
限
り
早
い
日
を
、
立
法
議

会
の
開
会
の
日
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈲
　
第
1
項
の
規
定
の
下
で
定
め
ら
れ
た
議
会
に
お
い
て
、
立
法
議
会

は
、
議
決
に
よ
っ
て
、
候
補
者
指
名
の
日
を
議
長
が
定
め
た
日
よ
り
も
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汰意国立独ア早サ西釈読

後
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条何

人
も
、
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
指
名
を
受
け
な
け
れ
ば
、
国
家
元

首
の
選
挙
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
指
名
用
紙
に
は
、
・
少

な
く
と
&
1
1
人
の
国
会
議
員
が
署
名
し
、
か
つ
、
指
名
に
同
意
し
た
証

拠
と
し
て
、
当
該
候
補
者
が
署
名
し
'
第
1
条
の
規
定
に
従
っ
た
議
長

の
通
知
後
、
候
補
者
指
名
の
日
の
正
午
前
ま
で
に
、
こ
れ
を
立
法
議
会

の
事
務
総
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
悶
条

の
　
候
補
者
指
名
の
日
以
後
に
お
い
て
、
立
法
議
会
の
事
務
総
長
は
、
可

能
な
限
り
速
や
か
に
、
受
け
付
け
た
指
名
候
補
者
の
名
を
各
国
会
議
員

に
書
面
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

榔
　
指
名
さ
れ
た
供
補
者
が
一
人
だ
け
の
場
合
に
は
、
当
該
候
補
者
が
当

選
し
た
も
の
と
見
倣
し
、
立
法
議
会
の
事
務
総
長
は
、
国
会
議
員
に
そ

の
指
名
を
通
知
す
る
際
に
、
署
名
を
付
し
て
当
該
候
補
者
が
正
当
に
当

選
し
た
こ
と
を
宣
言
す
る
公
告
を
発
す
る
o
　
立
法
議
会
の
事
務
総
長

は
へ
　
こ
の
公
告
を
西
サ
モ
ア
官
報
に
直
ち
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
条

の
　
複
数
の
候
補
者
が
指
名
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
家
元
首
又
は
代
表
者

会
議
は
、
候
補
者
指
名
の
日
の
後
三
〇
日
以
内
(
候
補
者
指
名
の
日
を

除
-
)
　
の
日
を
'
指
名
を
審
議
す
る
た
め
の
立
法
議
会
の
開
会
日
と
定

蝣
Q
る
r
J

脚
　
立
法
議
会
の
開
会
日
に
、
議
会
は
国
家
元
首
の
選
挙
を
行
う
0

第
六
条

の
　
国
家
元
首
の
選
挙
に
お
い
て
、
議
長
は
投
票
を
行
い
、
出
t
庸
議
員
は

選
挙
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
候
補
者
の
中
の
1
人
に
投
票
す
る
。

㈲
　
何
人
も
、
出
席
し
、
か
つ
、
投
票
を
し
た
議
員
の
絶
対
多
数
の
票
を

獲
得
し
な
け
れ
ば
、
当
選
し
な
い
。

㈱
　
候
補
者
の
中
に
最
初
の
投
票
に
お
い
て
絶
対
多
数
の
票
を
獲
得
し
た

者
が
な
い
場
合
に
は
、
絶
対
多
数
を
獲
得
す
る
候
補
者
を
見
出
す
た

め
、
さ
ら
に
二
回
ま
で
投
票
を
行
う
。
第
三
回
の
投
票
を
行
っ
て
も
絶

対
多
数
を
獲
得
す
る
候
補
者
が
な
い
場
合
に
は
、
第
三
回
の
投
票
で
の

得
票
数
が
最
も
少
な
い
候
補
者
を
排
除
し
て
、
第
四
回
の
投
票
を
行

う
。
必
要
が
あ
れ
ば
'
各
投
票
に
先
だ
っ
て
前
回
の
投
票
で
の
得
票
数

が
最
も
少
な
い
候
補
者
を
排
除
し
て
、
候
補
者
の
一
人
が
絶
対
多
数
を

獲
得
す
る
ま
で
、
さ
ら
に
投
票
を
行
う
。

㈲
　
候
補
者
の
1
人
が
必
要
な
多
数
の
票
を
得
た
場
合
に
は
、
議
長
は
そ

の
者
が
正
当
に
当
選
し
た
こ
と
を
宣
言
す
る
。
立
法
議
会
の
事
務
総
長

は
、
直
ち
に
(
　
そ
の
署
名
を
付
し
て
そ
の
旨
の
公
告
を
な
し
、
西
サ
モ

ア
官
報
に
そ
の
公
告
を
公
示
す
る
o

付
則
第
二
　
個
人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
よ
る

国
会
議
員
の
選
挙

第
一
条独

立
記
念
日
の
後
三
年
以
内
に
、
か
つ
、
そ
の
後
は
五
年
以
上
六
年

以
下
の
間
隔
を
お
い
て
、
国
家
元
首
は
、
個
人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
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料
　
れ
た
者
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会
議
員
の
数
を
確
定
す
る
た
め
、
選

挙
人
名
簿
事
務
局
長
(
R
e
g
i
s
t
r
a
r
o
f
E
l
e
c
t
o
r
s
)
を
選
挙
委
員
長
(
E
l
e
c
t
o
r
a
l

資
　
　
C
o
m
m
i
s
s
i
。
n
e
r
)
に
任
命
す
る
。

第
二
条個

人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
著
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会
議

員
の
数
と
、
当
該
国
会
議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
べ
き
者
の
数
と
の

関
係
ほ
、
地
域
の
選
挙
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会
議
員
の
数
と
、

当
該
国
会
議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
べ
き
者
の
数
と
の
関
係
と
、
可

能
な
限
り
等
し
く
す
る
。

第
三
条第

1
条
お
よ
び
第
二
条
の
規
定
の
下
で
の
確
定
を
行
う
に
際
し
,
逮

挙
委
員
長
は
次
の
諸
規
定
を
適
用
す
る
。

何
　
個
人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会

議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
べ
き
者
の
数
は
'
選
挙
委
員
長
が
任
命

さ
れ
た
年
の
前
年
の
二
万
三
7
日
の
時
点
に
お
い
て
個
人
選
挙
人

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
の
数
を
三
倍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
す

m
㈲
　
選
挙
委
員
長
は
、
次
の
手
続
を
行
う
。

川
　
前
号
の
二
万
三
1
日
の
時
点
に
お
け
る
西
サ
モ
ア
の
(
内
閣

の
権
限
の
下
に
算
出
さ
れ
た
)
人
口
の
公
式
の
算
定
を
確
認
す
る

こ
と
。

何
　
日
の
人
口
の
算
定
に
含
ま
れ
る
西
サ
モ
ア
の
国
民
以
外
の
者
の

数
を
算
出
す
る
こ
と
。

地
域
の
選
挙
民
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会
議
員
に
よ
っ
て
代
表

さ
れ
る
べ
き
選
挙
民
の
数
は
、
前
号
の
人
口
の
算
定
か
ら
次
の
数
を

差
し
引
-
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
す
る
。

'‖-
i
n

・

*

H

同
　
個
人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国

会
議
員
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
べ
き
選
挙
人
の
数

回
　
前
号
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
西
サ
モ
ア
の
国
民
以
外
の
者
の
数

第
四
条選

挙
委
員
長
は
、
個
人
選
挙
人
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
選

挙
さ
れ
る
国
会
議
員
の
数
を
確
定
す
る
に
際
し
て
、
小
数
点
以
下
の
端

数
は
1
人
と
見
倣
す
0

第
五
条

の
　
選
挙
委
員
長
は
、
こ
の
付
則
の
諸
規
定
に
基
づ
い
て
行
っ
た
確
定
を

国
家
元
首
に
報
告
す
る
。

②
　
選
挙
委
員
長
の
報
告
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
は
、
国
家
元
首
は
,
こ

れ
を
直
ち
に
西
サ
モ
ア
官
報
に
公
示
す
る
。
公
示
の
日
か
ら
7
四
日
の

期
間
内
に
、
選
挙
委
貞
長
に
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員

長
は
そ
の
異
議
を
公
開
で
審
理
し
、
一
四
日
の
期
間
満
了
の
後
へ
可
能

な
限
り
速
や
か
に
、
国
家
元
首
に
先
の
確
定
結
果
を
再
確
認
す
る
か
、

又
は
、
修
正
さ
れ
た
確
定
結
果
を
提
出
す
る
。

第
六
条確

認
結
果
の
再
確
認
又
は
修
正
さ
れ
た
確
定
結
果
を
受
け
取
っ
た
と

き
に
は
、
国
家
元
首
は
、
直
ち
に
告
示
に
よ
っ
て
、
個
人
選
挙
人
名
簿

に
記
載
さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
国
会
議
員
の
数
を
宣
言
す
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m憲国立独アモサ西釈読

る
。付

則
第
三
　
宣
誓
の
方
式

第
一
条
　
国
家
元
首
の
宣
誓

私
-
-
-
-
は
、
国
家
元
首
の
地
位
の
威
厳
を
保
ち
、
憲
法
及
び
法

に
従
い
、
西
サ
モ
ア
独
立
国
の
統
渦
に
お
け
る
私
の
義
務
を
公
正
か
つ

忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
を
、
全
能
の
神
に
か
け
て
誓
い
ま
す
。
以
上
の

言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

第
二
条
　
代
表
者
会
議
の
議
員
の
宣
誓

私
-
‥
-
・
は
、
西
サ
モ
ア
独
立
国
に
立
派
に
か
つ
誠
実
に
奉
仕

し
、
憲
法
及
び
法
に
従
い
、
代
表
者
会
議
の
議
員
と
し
て
の
私
の
義
務

を
公
正
か
つ
忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
を
、
全
能
の
神
に
か
け
て
誓
い
ま

す
。
以
上
の
言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

第
三
条
　
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
大
臣
の
宣
誓

私
-
-
-
-
・
は
、
総
理
大
臣
(
大
臣
)
と
し
て
内
閣
の
構
成
員
に
選

出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
諾
し
ま
し
た
。
私
は
、
必
要
と
さ
れ
る
と
き
に
は

何
時
で
も
、
思
慮
の
限
り
を
尽
-
し
、
西
サ
モ
ア
独
立
国
の
国
務
の
適

切
な
処
理
の
た
め
に
、
国
家
元
首
に
進
ん
で
忠
告
又
は
助
言
を
与
え
る

こ
と
、
内
閣
、
委
員
会
及
び
執
行
評
議
会
で
議
論
し
た
事
項
、
及
び
、

私
の
秘
書
官
に
委
任
し
た
事
項
を
直
接
又
は
間
接
に
漏
ら
さ
な
い
こ

と
、
並
び
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
誠
実
か
つ
忠
実
な
総
理
大
臣

(
大
臣
)
　
で
あ
る
こ
と
を
'
全
能
の
神
に
か
け
て
誓
い
ま
す
。
以
上
の

言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

第
四
条
　
議
長
及
び
国
会
議
員
が
行
い
か
つ
署
名
す
べ
き
忠
誠
の
宣
誓

私
-
-
-
-
は
、
西
サ
モ
ア
独
立
国
に
対
し
て
忠
実
で
あ
り
、
か

つ
、
心
か
ら
の
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
、
及
び
、
西
サ
モ
ア
の
国
会
議
員

と
し
て
の
私
の
義
務
を
公
正
か
つ
忠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
を
、
全
能
の

神
に
か
け
て
誓
い
ま
す
。
以
上
の
言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

第
五
条
　
最
高
裁
判
所
及
び
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
の
行
う
べ
き
裁
判
上

の
宣
誓

私
-
‥
-
‥
は
、
憲
法
及
び
法
に
従
い
、
西
サ
モ
ア
独
立
国
に
立
派

に
か
つ
誠
実
に
奉
仕
す
る
こ
と
、
及
び
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
公
平
に
、

か
つ
偏
見
又
は
悪
意
を
持
た
ず
に
取
り
扱
う
こ
と
を
'
全
能
の
神
に
か

け
て
誓
い
ま
す
。
以
上
の
言
葉
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

*
　
こ
の
試
訳
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
サ
モ
ア
語
に
関
し
て
、
太
平
洋

文
化
研
究
所
の
岩
佐
嘉
親
先
生
、
関
西
オ
セ
ア
ニ
ア
協
会
の
北
尾
陽

之
介
専
務
理
事
、
及
び
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
イ
ン
ド
・
太
平
洋
言
語
科

の
J
・
メ
イ
ヤ
ー
教
授
(
P
r
o
f
.
J
o
h
n
F
.
M
a
y
e
r
)
　
の
御
教
授
を
受
け

ま
し
た
。
こ
こ
に
特
に
記
し
て
、
改
め
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

こ
の
試
訳
は
'
平
成
元
年
度
海
外
学
術
研
究
　
(
大
学
間
協
力
研

究
)
　
「
南
西
太
平
洋
諸
国
に
お
け
る
紛
争
解
決
制
度
の
研
究
」
　
の
成

果
で
あ
る
。
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